
第  １６  号議案  

 

平 成 ２ ５ 年 度  久 留 米 市 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算 
 

 

 平成２５年度久留米市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  １６，６４０，０００千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 ８，０００，０００千円と定め

る。  

 

 

 

 

 

 

平成２５年２月２６日提出  

 

 

福岡県久留米市長      原    利   則  
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第１表　歳 入 歳 出 予 算

競輪事業特別会計

款 項 金        額

千円

   1 競輪事業収入 　　　１５，７７４，６８５

  1 競輪事業収入 　　　１５，７７４，６８５

   2 国庫支出金 　　　　　　　１，０９３

  1 国庫補助金 　　　　　　　１，０９３

   3 財産収入 　　　　　１７９，４４６

  1 財産運用収入 　　　　　１７９，４４６

   4 繰越金 　　　　　４２０，０００

  1 繰越金 　　　　　４２０，０００

   5 諸収入 　　　　　２６４，７７６

  1 市預金利子 　　　　　　　　　　　　１

  2 雑入 　　　　　２６４，７７５

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 　　　１６，６４０，０００
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 43競輪事業特別会計

款 項 金        額

千円

   1 総務費 　　　　１，１５７，９５３

   1 総務管理費 　　　　１，１５７，９５３

   2 事業費 　　　１５，３４７，２５４

  1 事業費 　　１５，３４７，２５４

   3 諸支出金 　　　　　　１１０，０００

   1 一般会計繰出金 　　　　　　１００，０００

   2 地方公共団体金融機構納付金 　　　　　　　１０，０００

   4 予備費 　　　　　　　２４，７９３

  1 予備費 　　　　　　２４，７９３

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 　　　１６，６４０，０００


